
「
子
ど
も
手
当
」申
請
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

保
育
所
設
置
認
可
希
望
者
募
集

一
日
で
も
早
い
下
水
道
へ
の
接
続
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

【
支
給
対
象
の
子
ど
も
】

　

15
歳
に
達
す
る
日
以
降
の

最
初
の
3
月
31
日
ま
で
の
間

に
あ
る
人（
お
お
む
ね
中
学

校
修
了
前
ま
で
の
子
ど
も
）

【
請
求
者（
受
給
資
格
者
）】

　

本
市
に
住
所
を
有
す
る

人
で
、対
象
の
子
ど
も
を
養

育
し
て
い
る
人

※�

父
と
母
が
と
も
に
子
ど
も

を
養
育（
金
銭
的
・
精
神

的
生
活
全
般
面
倒
を
看

て
い
る
）し
て
い
る
場
合

は
、所
得
の
高
い
人（
子
ど

も
の
生
計
を
維
持
す
る

程
度
の
高
い
人
）が
受
給

資
格
者
で
す
。

※�

公
務
員
の
人
は
、勤
務
先

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
手
当
額
】

月
額　

子
ど
も
1
人
に
つ
き

１
３
、０
０
０
円

●
設
置
区
域

　

�

本
市
の
南
ヶ
丘
小
学
校
校
区
ま
た
は

西
合
志
南
小
学
校
校
区
お
よ
び
そ

の
隣
接
地
域（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
募

集
区
域
図
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。）

●
募
集
園
数　

１
園

●
応
募
資
格

　

�

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る

も
の
と
す
る

　
（
１
）�社
会
福
祉
法
人
ま
た
は
開
設
ま

で
に
社
会
福
祉
法
人
認
可
を
受

け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
人

　
（
２
）�保
育
事
業
の
経
験
等
を
有
す
る

法
人
等〔
施
設
長（
予
定
者
）の

経
験
等
〕

　

(

３
）�市
町
村
民
税
の
滞
納
が
な
い
も
の

〔
団
体
の
代
表
者
お
よ
び
施
設

長（
予
定
者
含
む
）〕

●
保
育
所
開
設
時
期

　

�

平
成
24
年
４
月
１
日
ま
で
に
開
所
す

る
こ
と

●
土　

地

　
�

保
育
所
を
設
置
す
る
土
地
は
、保
育

所
設
置
認
可
希
望
者（
申
込
者
）で

用
意
す
る
こ
と

●
施
設
整
備
等

　

�

土
地
取
得
に
要
す
る
経
費
は
自
己

資
金
な
ど
で
の
対
応
と
し
、施
設
整

備
な
ど
に
要
す
る
経
費
は「
合
志
市

保
育
所
施
設
整
備
補
助
金
交
付
要

綱
」に
基
づ
き
交
付（
予
定
）す
る
。

　

※�

平
成
23
年
度
予
算
の
成
立
を
も
っ

て
正
式
決
定
と
す
る
。

●
定
員
等

　

�

保
育
所
の
施
設
規
模
は
、90
人
以
上
と

す
る
。た
だ
し
、開
設
時
の
定
員
は
60

人
と
し
、段
階
的
に
定
員
増
を
行
な
う

も
の
と
す
る
。〔
児
童
福
祉
法
等
お
よ

び
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準（
厚
生

労
働
省
令
）を
遵
守
す
る
こ
と
〕

●
提
出
書
類
等

　

�「
合
志
市
保
育
所
設
置
認
可
希
望
者

募
集
要
項
」に
よ
る

　

�（
必
要
な
書
類
は
子
育
て
支
援
課
で

お
渡
し
し
ま
す
。ま
た
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

●
提
出
期
間

　

�

９
月
１
日（
水
）～
10
月
20
日（
水
）

　

�

午
後
５
時
必
着（
必
ず
持
参
し
て
く

だ
さ
い
）

　

※�

受
付
時
間
は
、午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時

　

※�

土
・
日
・
祝
日
は
、受
付
を
行
な
い

ま
せ
ん
。

１  

水
洗
ト
イ
レ
で
毎
日
の

　

 

暮
ら
し
が
快
適
に
！

　

わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
を
本
当
に
豊

か
で
快
適
・
さ
わ
や
か
な
も
の
に
し
て
い

く
た
め
に
、下
水
道
の
整
備
は
み
ん
な
の

願
い
で
す
。す
で
に
、下
水
道
処
理
区
域
内

の
家
庭
で
は
水
洗
化
が
進
み
、快
適
な
生

活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　

公
共
下
水
道
で
は
、家
庭
の
雑
排
水
は

も
と
よ
り
、現
在
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
を

利
用
し
て
い
る
家
庭
や
浄
化
槽
式
水
洗

ト
イ
レ
を
設
置
し
て
い
る
家
庭
で
も
改
造

工
事
を
行
な
い
、下
水
道
に
接
続
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

『
３
年
以
内
に
改
造
を
！
』

　

下
水
道
法
で
は
、処
理
区
域
内
に
あ
る

家
庭
等
の
く
み
取
り
便
所
は
、供
用
開
始

後
3
年
以
内
に
水
洗
ト
イ
レ
に
改
造
す
る

よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、浄

化
槽
式
水
洗
ト
イ
レ
を
設
置
し
て
い
る
家

庭
で
は
、遅
滞
な
く
排
水
設
備
を
設
け
、

下
水
道
に
接
続
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

２ 

受
益
者
負
担
金
の
支
払
い

　

下
水
道
の
施
設
は
道
路
や
公
園
と
違

い
、利
益
を
受
け
る
人
が
決
ま
っ
て
い
ま

す
。そ
の
た
め
下
水
道
整
備
に
よ
り
直
接

利
益
を
受
け
る
人（
受
益
者
）に
そ
の
建
設

費
の
一
部
を
負
担
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
下
水
道
を
使
用
し
よ
う
と

す
る
土
地（
公
共
桝
が
設
置
さ
れ
、い
つ
で

も
下
水
道
に
接
続
で
き
る
土
地
を
含
む
）

に
対
し
て
、１
㎡
あ
た
り
３
３
０
円
を
賦

課
し
て
い
ま
す
。納
入
方
法
は
一
括
前
納

と
分
割
納
付
と
が
あ
り
ま
す
。一
括
前
納

の
場
合
、負
担
金
納
入
後
、20
％
の
報
奨

金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

３ 

排
水
設
備
工
事
の
手
続
き

(1) 
工
事
の
計
画
を
た
て
る

　

 

水
洗
ト
イ
レ
に
使
用
す
る
便
器
は
、種

類
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。和
式
に
す

る
か
、洋
式
に
す
る
か
な
ど
、よ
く
検
討

し
て
決
め
て
く
だ
さ
い
。特
に
工
事
費
用

は
規
模
や
条
件
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き

ま
す
の
で
、見
積
り
を
取
る
な
ど
前
も
っ

て
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

(2) 
工
事
店
を
決
め
る

　

 

排
水
設
備
な
ど
の
工
事
は
、市
が
指
定

し
た
工
事
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。処

理
区
域
内
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
工

事
が
で
き
、公
共
下
水
道
の
機
能
を
適

正
に
維
持
す
る
た
め
の
基
準
に
沿
っ
た

工
事
を
行
な
う
た
め
に
指
定
工
事
店

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

(3) 
工
事
の
申
請

　

 

指
定
工
事
店
が
皆
さ
ん
の
代
理
で
行

な
い
ま
す
。

(4) 
工
事
の
着
手

　

�

排
水
設
備
の
工
事
に
着
手
し
ま
す
。

(5) 
工
事
の
検
査

　

�

工
事
が
完
了
す
る
と
、工
事
完
了
届

を
上
下
水
道
課
に
提
出
し
て
い
た
だ
き

（
指
定
工
事
店
が
代
行
）、市
が
検
査

を
行
な
い
ま
す
。検
査
に
合
格
す
る
と
、

排
水
設
備
検
査
済
証
を
交
付
し
ま
す
。

(6) 
下
水
道
使
用
料

　

�

工
事
の
完
了
後
、下
水
道
へ
の
排
水
が

始
ま
る
と
下
水
道
使
用
料
が
賦
課
さ

れ
ま
す
。水
道
の
量
水
器
に
よ
る
使
用

水
量
に
応
じ
て
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

問い合わせ先　子育て支援課（西合志庁舎）　☎２４２－１１５９

提出・問い合わせ先　子育て支援課（西合志庁舎）　☎２４２－１１５９
ホームページアドレス http://www.city.koshi.lg.jp問い合わせ先　上下水道課（合志庁舎）　☎２４８－１２３２

　

次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
育
ち
を
支
援
す
る
た
め
、平
成
22
年
4
月
か
ら

「
子
ど
も
手
当
制
度
」が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。対
象
の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る

人
で
、ま
だ
申
請
が
お
済
み
で
な
い
場
合
は
、至
急
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

本
市
の
南
部
市
街
化
区
域
と
そ
の
隣
接
地
域
で
は
、認
可

保
育
所
が
不
足
し
て
い
ま
す
。今
後
も
不
足
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
た
め
、保
育
所
を
設
置
し
、設
置
認
可
を
希
望
す

る
事
業
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

●「
子
ど
も
手
当
認
定
請
求
書
」の
提
出
が
必
要
な
人

　

①
第
１
子
が
生
ま
れ
た
人

　

②
本
市
に
転
入
し
た
人

　

③�

支
給
対
象
の
子
ど
も
を
養
育
す
る
よ
う
に
な
っ
た
人

　

④�「
児
童
手
当
」を
所
得
制
限
な
ど
に
よ
り
受
給
で
き
な

か
っ
た
世
帯

　

⑤�

平
成
22
年
4
月
に
中
学
２
・
３
年
生
に
な
る
子
ど
も
の

み
が
い
る
人

●「
額
改
定
認
定
請
求
書
」の
提
出
が
必
要
な
人

　

⑥�

平
成
22
年
3
月
31
日
時
点
で
児
童
手
当
の
受
給
資
格

が
あ
り
、平
成
22
年
4
月
1
日
か
ら
中
学
２
・
３
年
生
に

な
る
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
人

　

⑦�

新
た
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
、養
育
す
る
子
ど
も
が
増
え
た
人

※期限（平成22年9月30日）を過ぎると、申請の翌月からの認定になりますので、ご注意ください。
※子ども手当は子どもの健やかな育ちのために有効に用いてください。
　また、市へ寄附する制度もありますので、お問い合わせください。

【
申
請
期
限
】

　

右
記
の
①
②
③
⑦
に
該
当
す
る
人
は
、事
実
発
生（
出
生
日
・

転
出
予
定
日
な
ど
）の
翌
日
か
ら
15
日
以
内
に
手
続
き
を
す
る

と
、事
実
発
生
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

右
記
の
④
⑤
⑥
に
該
当
す
る
人
は
、９
月
30
日（
木
）ま
で
に

認
定
請
求
を
す
る
と
、平
成
22
年
４
月
分
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
が
必
要
な
人
は
ど
ん
な
人
？

Q

９
月
10
日
は

下
水
道
の
日
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